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2012 年 3 月 4 日 

電話 ３２８－２６５６ 
FAX ３５９－５０４７ 

熊本市手取本町１－１ 議会棟３階   

メール：kumamsu@gamma.ocn.ne.jp 

ホーム：http://www.jcp-kumamoto.com/ 

 

 

【
控
え
室
か
ら
】 

 

橋
下
流
「
競
争
主
義
」
が
も
た
ら
す
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

な
す
ま
ど
か 

 

大
阪
・
橋
下
市
長
の
持
論
の
一
つ
に
「
過
度
な
競
争
主
義
」

が
あ
り
ま
す
。
橋
下
氏
が
提
唱
す
る
「
超
エ
リ
ー
ト
校
構
想
」

「
３
年
連
続
定
員
割
れ
高
校
の
統
廃
合
構
想
」
も
、
進
学
実

績
の
高
い
府
立
高
校
10
校
を
進
学
指
導
特
色
校
に
指
定
し
、

成
績
最
上
位
層
の
生
徒
を
囲
う
一
方
で
、
３
年
連
続
で
定
員

を
割
り
込
ん
だ
高
校
は
統
廃
合
も
辞
さ
な
い
と
い
う
も
の
で

す
。
過
度
な
競
争
意
識
を
学
校
現
場
に
持
ち
込
む
こ
う
し
た

や
り
方
は
、
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の

で
し
ょ
う
か
？ 

 

神
戸
女
学
院
大
学
の
内
田
樹
名
誉
教
授
は
、「
閉
じ
ら
れ
た

集
団
の
中
の
相
対
的
な
優
劣
を
競
う
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
の

学
力
を
上
げ
る
こ
と
と
、
ま
わ
り
の
学
力
を
下
げ
る
こ
と
は

『
同
じ
こ
と
』
」
と
述
べ
、
「
子
ど
も
た
ち
は
、
争
っ
て
、
と

な
り
の
子
ど
も
た
ち
の
学
習
意
欲
を
失
わ
せ
よ
う
と
す
る
」

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

 
自
分
が
勝
者
と
な
る
た
め
に
敗
者
を
つ
く
り
だ
す
。
こ
う

し
た
殺
伐
と
し
た
競
争
主
義
は
、
教
育
の
現
場
に
限
ら
ず
、

日
本
の
社
会
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
も
た
ら
し
ま
す
。
競
争

主
義
を
乗
り
越
え
、「
連
帯
」
を
大
切
に
で
き
る
社
会
で
あ
り

た
い
も
の
で
す
。 

 

段階 対象者 料率（倍） 月額（円） 対象者（人） 対象者割合

第１段階
生活保護受給者、老齢福祉年金受給
者で非課税世帯

０．５ ２,６４０ 5640 3.7%

第２段階
世帯非課税で、課税年金収入と合計
所得金額の合計が８０万円以下

０．５ ２,６４０ 28376 18.5%

特例第３段階
世帯非課税で、課税年金収入と合計
所得金額の合計が８０万円を超え、
120万円以下

０．６２５ ３,３００ 12179 7.9%

第４段階
世帯非課税で、課税年金収入と合計
所得金額の合計が120万円を超える

０．７５ ３,９６０ 12026 7.8%

第５段階
本人非課税で、世帯課税かつ課税年
金収入と合計所得金額の合計が８０万
円以下

０．８７５ ４,６２０ 23639 15.4%

第６段階
（基準段階）

本人非課税で、世帯課税かつ課税年
金収入と合計所得金額の合計が８０万
円を超える

１ ５,２８０ 17275 11.3%

第７段階
本人課税で、合計所得金額が１２５万
円以下

１．１２５ ５,９４０ 17112 11.1%

第８段階
本人課税で、合計所得金額が１２５万
円超１９０万円未満

１．２５ ６,６００ 15725 10.2%

第９段階
本人課税で、合計所得金額が１９０万
円超３００万円未満

１．３７５ ７,２６０ 12952 8.4%

第１０段階
本人課税で、合計所得金額が３００万
円超４００万円未満

１．５ ７,９２０ 3029 2.0%

第１１段階
本人課税で、合計所得金額が４００万
円超６００万円未満

１．７５ ９,２４０ 2441 1.6%

新第１２段階
本人課税で、合計所得金額が６００万
円以上

１．９ １０,０３２ 3093 2.0%

【第５期（2012年度～2014年度）段階ごとの介護保険料（案）】 

 ３年ごとに見直される介護保険

料。今議会には、４月からの保険

料を、現在の月４２００円から５

２８０円に値上げする条例案が提

案されています。 

  

段階ごとの保険料は、左の表のと

おりです。太字で囲んだ段階が今

回新たにつくられ、より細かな区

分となりましたが、１０００円以

上の値上げは多くの高齢者世帯に

重い負担となります。 

  

 介護保険制度は、国・県・市

の負担が５割、保険料が５割と

負担割合が決まっているため、

高齢者が増え、必要な介護サー

ビス量が増えれば、そのまま保

険料の値上げにつながる仕組み

となっています。 

年金が減らされ、国保料などの

負担も増えるなか、これ以上の負

担はやめてほしいとの切実な声が

寄せられています。保険料軽減の

ため、国の負担割合を増やすこと

や県の基金を取り崩して活用する

ことなどが求められます。 

 



 

 

 

認可外保育所への助成 

入所者・施設それぞれに拡充 

乳児保育・障害児保育への助成新設 

 他都市に比べてもきわめてお粗末

だった認可外保育所への助成は、従

来からの園児職員の健康診断費や賠

償責任保険等に加え、乳児保育と障

害児保育への助成が新設されました。 

  従来分  1,097万5,000円 

  新規分   997万6,000円   

  合計   2,095万1,000円  

 乳児保育、障害児保育を実施して

いる施設に対し、 

園児の処遇向上を 

図るためです。 

 

 

認可外入所者への経済的負担軽減 

 認可に申し込みながらも入れず、

認可外保育所に入所している園児に

対し、認可保育所との保育料の差額

の半分を助成する事業が新設されま

した。  事業費 1,100万円 

（認可保育所は、所得によって保育料に差

があるので、補助も所得等によって異なり

ます） 

 

 

 

国民健康保険会計への一般会計繰入 

 法定外分 政令市平均に拡充 

 政令市でもトップの負担となって

いる国民健康保険料。日本共産党市

議団は、負担の限界を超えた保険料

引下げのために、国保会計への一般

会計繰り入れの増額を繰り返し求め

てきました。このたび、政令市並の

繰入れが実現しました。 

 累積赤字解消分 25億2,000万円 

 単年度収支均衡分 3億 7,300万円  

  合計    28億 9,300万円 

市営住宅の「風呂釜」設置 

 市営住宅の計画修繕経費が3倍以

上の 5億 9,260万円（H23年度・1

億 8,000万円）に増え、繰り返し市

民から要求され、今年度の予算では

査定でカットされていた風呂釜のな

い市営住宅への「風呂釜」設置が予

算化されました。 

  150戸分 2,670万円 

その他・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・ 働く世代の大腸がん検診実施 

（無料クーポン配布・4,940万円） 

・ 生ゴミ処理機への補助率が 1/2

から2/3へ引き上げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歳出について】 

・ 公債費は、新年度1.1億円ですが、

借金返済は年々増え、５～6年先

には16～21億円程度に増えるこ

とが見込まれます。 

・ ここに現れない歳出で、無理な合

併のツケによる新市計画へのハ

コモノ投資66億円、合併特例区

報酬（区長・協議会委員）1.1億

円（合併3町合わせ）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歳入について】 

・ 全体で 194.6 億円の歳入増とし

ていますが、歳入全体の 4分の1

以上は新たな借金（市債 53.2 億

円）です。 

・ 宝くじ収入は 14.3 億円の増とし

ていますが、昨年度（H23）県か

ら熊本市へ配分されていた宝く

じによる「市町村振興協会配分

金」13 億円が減額されているの

で、実際の増加分は1.3億円です。 

 

政令市移行による歳入影響額（億円）

地方交付税・
臨時財政対策

債, 36.5

譲与税等, 39.8

宝くじ収入,
14.3

国・県支出金,
50.7

市債, 53.2

 

新年度予算 Part２ 

市民の「要求」が実現しました 
 

 

政令市移行による財政への影響 

余裕のある状態ではありません 
政令市移行による歳出影響額（億円）

権限委譲, 140

公債費, 1.1

県債引継負担
金, 15.4

電算開発, 6.4

 
162.9億円 194.6億円 差引（留保財源） 

  31.7億円 

留保財源31.7億円といいますが、・・・ 

合併・政令市移行による影響と考えると、財政は大きなマイナス、

実際には留保財源があるという状態ではありません。しかも、年々

増える借金払いによって財政は厳しくなっていきます。 

｢留保財源｣は、影響額
の収支を差引きして、
歳入の方が多いので、
「余った財源として
使える」と、市が説明
しているお金です。 
 


